
 

 

 私傷病に関する休職制度は普通解雇を猶予する趣旨の制度であり，必ずしも就業

規則に規定しなければならない制度ではありません。休職制度を設けずに，精神疾

患を発症して働けなくなった社員にはいったん退職してもらい，精神疾患が治癒し

て債務の本旨に従った労務提供ができるようになったら再就職を認めるといった

制度設計も考えられます。 

 

Ｑ１４１．私傷病に関する休職制度は，必ず設ける必要があります

か？ 


